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Special Lecture 1

平成 30 年に開催された厚生労働省の腎疾患対策検討
会で、KPI（達成すべき目標）を「2028 年までに年間
新規透析患者数を 35,000 人以下に減少させる」（2016
年の年間新規導入数 39,000 人）とされた。しかし、
2023 年 9 月の中間検討会では、令和 3 年の新規透析導
入数は、40,511 人と減っていないと報告された。しか
し、2023 年末の最新の統計では、新規導入が減少に転じ、
糖尿病性腎症を原疾患とする新規透析導入数が減少傾
向になり、明るい兆しが見え始めた。今後もより一層、
普及啓発、医療連携、人材育成、診療水準の向上など
が期待されている。

そのような中、糖尿病性腎症は多様化している。ネ
フローゼ症候群を来すような典型的な糖尿病性腎症は
減り、日常臨床では、糖尿病に腎硬化症を合併したよ
うな病態に遭遇することが増えた。高齢者に多い傾向
で、そのような症例には、低栄養、腎性貧血や過度な
降圧には注意が必要である。腎症の早期発見には、尿
アルブミンの定量が必要であるが、全国的に普及して
おらず、京都府での測定率も全国平均よりも下回って
いる。3 か月に一回しか認められないこと、病名付記に
も注意が必要であり、もう少し簡便に測定可能とする

ためにも、今後の保険適応改訂が望ましい。
腎機能は、血清クレアチニンよりも eGFR で経過を

見た方が細かい腎機能変化に気付きやすい。京都府版
eGFR プロットシートは、京都府健康対策課が、腎症対
策の一環で作成したもので、職種を問わず、無料でダ
ウンロード可能である。図のように検査日と eGFR 値
を入力するだけで、年間の eGFR 減少率や減少値、更
には腎代替療法開始時期などが表示される。診療だけ
でなく、医師のみならず、他職種も使用可能なので、
栄養指導や生活指導の補助ツールとなる。現在、京都
府下の保健師が活用して、介入すべき症例の抽出をし
ている。読者の先生方も、ぜひダウンロードしてご活
用頂きたい。

従来の RAS 阻害薬に加えて、SGLT2 阻害薬が腎症
対策の大きな柱となっている。糖尿病性腎症に限ら
ず、非糖尿病の CKD でも適応となったダパグロフロ
ジンは、日常臨床で多く使用されている。使用に関す
るフローチャートを図として掲載したので、参考にさ
れたい。非糖尿病の場合、蛋白尿を有する CKD には、
SGLT2 阻害薬は有用だが、蛋白尿を有さない症例に対
しては、ベネフィットを勘案して使用とあり、開始に

腎臓専門医からみた	
SGLT2阻害薬の活かし方
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は注意が必要である。
昨年、我が国の CKD チーム医療のエビデンスが発

表され、多職種で構成される CKD チームでの介入が、
明らかに腎予後が改善する、そして、教育入院が外来
指導だけよりも更に予後がよいことが判明した。かか
りつけ医から適切なタイミングで腎臓専門医に紹介し、
専門的な介入が行われた後、かかりつけ医への定期通
院が再開される。そして、必要なタイミングでの専門
医受診という二人主治医制が、我が国の CKD 患者の予
後を改善させるだろう。FROM-J の追加調査でも、管
理栄養士をチームに入れると、腎予後のみならず、心
血管イベントまで減ったことも報告されている。

SGLT2 阻害薬をはじめとして、CKD に有効な薬剤の
台頭、そして CKD チーム医療のエビデンスなど、道具

は揃った感がある。あとはその道具を以下に適切なタ
イミングで利用するかが、我が国の CKD 対策に重要と
思われる。

京都府 eGFRプロットシート

以下のメリットがあります。

・腎機能の予後予測が可能です。
・介⼊すべき症例（専門医紹介も含めて）をピック
アップできます。

・薬の介⼊効果を患者と一緒に共有できます。

京都府版eGFRプロットシートは、職種を問わず、誰
でも⼊⼿可能です。ぜひご利⽤ください。

CKD治療におけるSGLT2阻害薬の適正使用に関するrecommendation 日本腎臓学会 2022/11/29策定
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Special Lecture 2

私たちのつい「現状維持バイアス」のために、変化に対
して受け身になりがちで、特に高齢化にともない、新たな
診療への取り組みが、消極的になってしまいがちであるこ
とを理解すべきである。特に医療関係者は、積極的に変化
に対応する態度が、自分だけでなく多くの方の診療の役に
立てるので、注意して過ごしたい。

I．�TAVI( カテーテルによる大動脈弁狭窄症治療 ) による
診療の進歩

 ・ �循環器疾患の診療実態調査（日本循環器学会）から、心
不全入院および死亡率は依然として高いことがわかる。
最近は、高齢者の大動脈弁狭窄症の治療に TAVI( カテー
テルによる大動脈弁狭窄症治療 ) が、普及している。た
だ、外来で説明しても、十分考えていただく時間が無
いため、私たちは、自分たちで作成したマンガを用い
ているので、PDF でダウンロードできるのでご利用い
ただければ幸いである。京都府立医科大学附属病院で
は昨年 5 月までに 1,000 例の TAVI を実施しており、そ
の内訳をみると、Clinical frailty scale5 以上が 643 名
(64.3%) で、STS-PROM(Society of Thoracic Surgeons 
Predicted Risk of Mortality) は 5.94％であった。また、
透析患者さんの 82.9% が Clinical frailty scale5 以上で
あったが、院内死亡率は 11 例 (1.1%) で、心血管死回避率、
全死亡回避率において透析患者に対する TAVI は非透
析患者に比べても同様に安全に行えていることが示さ
れた。その一方で、透析患者の TAVI 適応判断は慎重
に行うべきであると考えている。（図 1）

 ・ �昨年、京都府立医科大学（循環器内科、消化器内科）
と東北大学による大動脈弁狭窄症に伴う消化管出血
(Heyde 症候群 ) が TAVR で改善した論文について紹介
する (N Engl J Med. 2023 Oct 19;389(16):1530-1532.)。貧

血のある重症大動脈弁狭窄症の患者さん 50 名に内視鏡
検査を行い、カテーテル治療前後の臨床経過とともに
解析を行った。その結果、94％の方に血管異形成が存
在しており、10％で活動性出血を認めた。TAVI で大動
脈弁を治療すると血管異形成のサイズや数が減り、フォ
ンビルブランド因子の多量体の回復と消化管の出血の
改善が認められた。循環器疾患の治療と消化管粘膜病変
が密接に関連していたことが示唆された。また、69％
の患者さんに小腸の血管異形成があり、普段検査され
にくい小腸に注意することが重要であると考えられた。

II．SGLT2 阻害薬による心不全治療の進歩
 ・ �国内の心不全治療のガイドラインが、2021 年にアップ

デートされ、HFrEF の薬物治療では Fantastic Four と
呼ばれる SGLT2 阻害薬を含む 4 種類の薬剤が標準治療
薬として使用されるようになっている。また、HFpEF
においても、EMPEROR-Preserved 試験において初め
てエンパグリフロジンが主要評価項目を達成した薬剤
として知られている。また米国心臓病学会 (ACC2023)
における左室駆出率が保たれた心不全に対するガイド
ラインに沿った治療のためのアルゴリズムでは HFpEF
の治療においてループ利尿薬に加えて、SGLT2 阻害薬
が推奨されるようになった。

 ・ �日本の心不全登録研究である JCARE-CARD（Japanese 
Cardiac Registry of Heart Failure in Cardiology）に登
録された慢性心不全において、日本の HFpEF 患者の全
死亡や心不全増悪による再入院率は HFrEF 患者と同様
であることが示唆されている。その一方で、CHART 研
究において 2004 年から 2010 年にかけて HFpEF 患者の
割合は増加傾向にあることが分かっている。HFpEF の
病態は多様性であり心臓関連以外に、肺疾患、鉄欠乏

高齢化社会と心不全パンデミックを見据えた
循環器疾患診療のパラダイムシフト

座長：池田 隆徳 先生（�東邦大学大学院医学系研究科循環器内科学 教授…認定NPO法人日本心血管協会 理事長）

演者：的場 聖明 先生演者：的場 聖明 先生
京都府立医科大学大学院医学系研究科…京都府立医科大学大学院医学系研究科…

循環器内科学・腎臓内科学 教授循環器内科学・腎臓内科学 教授

図 1	 透析患者に対する TAVI は非透析患者に対する同様に安全に行えている。
	 ただし非心血管病にも注意して、適応や手技について慎重な検討が必要である。
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および貧血、腎機能不全、加齢、肥満、サルコペニア、
精神疾患、高血圧や糖尿病など原因によって異なる。
BNP や NTproBNP などの心不全マーカーを参考に早期
からの診療が望ましいと考えられる。

III．SGLT2 阻害薬による治療とこれからの課題
 ・ �2020 年の日本循環器学会・日本糖尿病学会 合同委員会

編 : 糖代謝異常者における循環器病の診断・予防・治療
に関するコンセンサスステートメントでは、生活習慣の
改善と危険因子に対する包括的な介入として、心不全あ
るいは、心不全高リスク例には SGLT2 阻害薬が推奨さ
れるようになった。その背景のひとつとして 2015 年に
発表された EMPA-REG OUTCOME において、エンパ
グリフロジン群において心不全による入院および心血
管死の複合エンドポイント（その他の評価項目）にお
いて発現リスクを抑制したデータがある。EMPEROR-
Reduced 試験における心不全治療薬別心血管死または
HHF の初回発現までの期間のハザード比［主要評価項
目（サブグループ解析）］では、MRA や ARNI の使用
有無に関わらず、エンパグリフロジンはプラセボ群と比
較して有意な結果であった。従来の慢性心不全治療薬で
はβブロッカ―などの増量する薬剤と比して、SGLT2
阻害薬は固定用量で処方が開始することができる点に
メリットがある。

　 �最近わかってきたことであるが、EMPEROR-Reduced
試験の日本人集団は、全体集団と比して、より心血管
イベント抑制効果を得られる可能性がある。

 ・ �EMPEROR-Preserved 試験では、エンパグリフロジン
の心不全悪化予防効果 ( 心血管死、心不全入院、心不全
悪化による静注治療を必要とする救急受診までの期間 )
は、投与 Day18 から発現していることが分かっている。
特にエンパグリフロジンの心不全悪化予防効果は、高
齢者 (>75) の層で目立っていることやエンパグリフロジ
ンの中止により、心不全関連因子が悪化する ( 血中尿酸
値、体重、Hb、NT-proBNP など ) ことからも循環器医
の目線では SGLT2 阻害薬は可能な限り継続すべき薬剤

と考える。SGLT2 阻害薬の作用機序には様々あるが、
これまで研究から Na 利尿 / 浸透圧利尿による細胞外液
の減少や EPO 分泌の亢進、交感神経活性の抑制による
前負荷の軽減や、血糖値の低下による抗炎症、抗酸化
ストレスの抑制、ケトン体産生の上昇によるエネルギー
効率の改善が示唆されている。

　 �私達が、2 型糖尿病モデルdb/db マウスに対する SGLT2
阻害薬の影響について観察したところ、尿細管の低酸素
化を抑制して ATP を保持していることが分かった。ま
た、腎臓の低酸素状態を改善することは、全身の交感
神経活性を抑制することに繋がると考えられる。また、
圧負荷心不全モデルからミトコンドリアタンパクの比
較した研究において、BDH1 が心不全時に増加してる
ことが分かり、圧負荷心不全において、ケトン体の利
用が亢進していた。ケトン体の利用が増加により酸化
ストレスを抑制し心臓リモデリングの抑制に働いてお
り、ケトン体代謝をコントロールする事が心不全治療
の新たなターゲットとして期待されることが分かった。
また、脳、心臓、筋肉ではβヒドロキシ酪酸が効率よ
く使用され、SGLT2 阻害薬内服後のケトン体を介して
インフラマソーム抑制が期待されている。（図 2）。

IV．今後の課題
 ・ �HFpEF の発症には心臓の拡張機能低下のみならず肥満

や DM、HT、腎機能低下などの合併、全身の炎症、骨
格筋障害、Na 貯留、などの関与が考えられている。・
京都府心不全ネットワークでは、病診連携強化により
心不全ポイントを生かした患者評価：増悪の兆候と対
処の緊急度を加味し、クリニック・訪問看護での小さ
い増悪への対処、入院イベントの減少を目指す取り組
みを実施している。また、大学病院の HP より心不全手
帳が閲覧できるようになっている。

　 �今後も、患者さん自身が自分で健康を守る感染予防・
フレイル予防・情報収集をできる環境を整え、私達医
療従事者は、最新最適な薬物と治療法の提供、革新的
医学研究を推進していくことが重要と考える。

 

図 2	 SGLT2 阻害薬は、多面的な効果で、心臓を保護している。
	 急性期には、交感神経活性を低下させ、亜急性期から慢性期にかけてケトン体の

上昇がエネルギー補充と抗炎症作用などの効果を発揮していると考えられる。



62



NAFLDおよびNASHは、2023年6月にそれぞれMetabolic 
dysfunction-associated steatotic liver disease (MASLD)
および Metabolic dysfunction-associated steatohepatitis 
(MASH) へと病名が変更された。この変更は、「fatty」
および「alcoholic」という用語が持つ差別的なニュア
ンスを排除し、アルコール摂取の量に基づく分類の問
題点を解決するために提案された。新しい定義では、
脂肪肝に加えて心代謝系危険因子の少なくとも 1 つを
満たすことが診断基準に加わっているが、NAFLD の
95% 以上が MASLD の基準を満たすと報告されており、
従来の NAFLD の大部分は MASLD に置き換えること
が可能であると考えられている。さらに、新分類では
中間量のアルコール摂取を伴う MASLD を MetALD と
して新たに定義している。これまでの疫学研究におい
て、飲酒習慣のある脂肪肝患者では肝病態が進行しや
すいことが報告されており、この集団を MetALD とし

て明確に定義づけたことは、患者への啓発及び将来の
研究においても重要な意義を持つ。

脂肪肝患者の病態進展高リスク群の拾い上げには現
在、FIB-4 index が用いられているが、疑陽性が多いこ
とが課題とされている。2024 年 2 月には新たな肝線維
化マーカーである ELF テストが保険収載され、FIB-4
から ELF テストへの順でスクリーニングすることによ
り、正診率の向上が報告されている。また、フィブロ
スキャン、シェアウェーブエラストグラフィ、MR エ
ラストグラフィなどの非侵襲的肝線維化評価法の進歩
も著しい。さらに 2024 年 1 月には、MASH 補助診断用
の血液マーカーとしてサイトケラチン 18 が保険収載さ
れ、これにより肝臓の炎症や細胞死を非侵襲的に評価
することが可能となることが期待されている。

現状、日本では MASLD/MASH に対して保険適用
を有する薬剤はなく、ガイドラインでは併存するメタ
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招請講演①

脂肪性肝疾患 Up To Date
～高リスク群の拾い上げと糖・脂質代謝からみた治療戦略～

演者：中川 勇人 先生演者：中川 勇人 先生
三重大学大学院医学系研究科 消化器内科学 教授三重大学大学院医学系研究科 消化器内科学 教授

座長：伊藤 義人 先生（京都府立医科大学 消化器内科学 教授）



われわれは、リポジェネシスとリポトキシティの関
連で SREBP-1 のさまざまな臓器や疾患の生理病態との
関連を勉強するうちに、SREBPs つまり内因性脂質合
成転写因子が、いかにひろく biology や病態プロセス
の網羅的オミクスネットワークで必ず重要な結節点に
なっていることを学び、脂質の重要性にあらためて驚
いた 1)。脂質はエネルギーやオルガネラ膜の構成してい
るのだから当然といえよう。メタボ病態、心血管疾患、
がん、免疫炎症、脳神経疾患など疾患領域を超えた影
響の大きさから、脂質は最初に述べた通りそれ自体しっ
かりと分子生物学のセントラルドグマに則って制御さ
れるが、その意義は、リピドミクスをトランスオミク
スヒエラルヒーの一枠として捉えるだけに収まらない、
生物反応の場を与え仕切り機能を修飾するという従来
のセントラルドグマとは別の理念軸、切り口として捉
えるべきではないかとの印象を持った。

そしてその基軸の生理病態的意義は、この講演の中
心テーマである我々は脂質コードと呼ばせていただく
が脂質多様性にあると思う。複合脂質分子を構成論的
に捉えるなら、極性基と脂肪酸、前者は細胞内や膜で
の局在と機能を与え、その多様性はより後者に依存す
る。脂質の多様性は、脂肪酸一本一本の鎖長と不飽和
度に依存し、その本数や数種の極性基と併せつごう何
万種にものぼり、核酸やアミノ酸の比ではない。脂肪
酸分子の鎖の延びや折れ曲がりは、脂質の構造と機能
に多様性を与えるのは直感的にわかりやすい。特に飽
和・不飽和度については、疾患リスクや脂溶性炎症制
御性メディエーターの視点で歴史的にひろく展開され
てきた。一方、我々のオリジナルとして鎖長に興味を
もち、SREBP-1 の標的として、Acetyl-CoA から脂肪酸

を伸ばす過程 lipogenesis を見つめてきた。ACC、FAS
は細胞質酵素であるが、それ以降の長鎖脂肪酸をつく
る Elovls/Fads は小胞体（ER）膜酵素である。その間
をつなぎパルミチン酸 C16:0 からステアリン酸 C18:0 に
伸ばす Elovl6 を松坂賢教授が発見、展開してきた 2)。
C16-C18 の鎖長の調節をなぜわざわざ独立させ特別扱
いする意義や理由は十分にわかっていないが深い生物
学的意義があるようだ。この微妙な脂肪酸鎖長を伸ば
す Elovl6 欠損マウスを作成して解析した。このマウス
は高脂肪負荷食や遺伝的肥満マウスとの交配でも対照
群同様にまるまると太ったが、脂肪肝でもインスリン
抵抗性やレプチン抵抗性から守られ、つまり太っても
病気にならない特徴をもち、臓器蓄積脂質の量だけで
なく質の制御が重要であることのメッセージとして、
その後の各種肥満関連病態解析の先鞭となった 3,4)。KO
マウスは各組織で脂質蓄積はかわらないが、ベータ細
胞ではインスリン分泌能と生存能保持から糖尿病の改
善 5)、マクロファージの泡沫化、内膜肥厚抑制を介して
動脈硬化の改善 6,7)、NAFLD/NASH (MASLD/MASH)
の肝障害炎症線維化の改善 8) を認めた。共同研究を介
して肺線維症の悪化 9)、アトピー性皮膚炎の悪化 9)、肺
線維症の悪化 10)、白血病における骨髄生着抑制 11)，呼
吸器喘息における気道過敏性の悪化 12) などを Elovl6 不
在が必ずしも病態を改善するわけでなく逆に悪化をき
たす例も多々経験している。未発表であるが、心筋細
胞の圧負荷による心不全予防、様々ながんへの抑制効
果、神経新生への作用と神経変性疾患、腸管免疫と炎
症性腸疾患（IBD）、そして多能性幹細胞への影響な
ど、臓器脂質の質の変化は、かくもさまざまな臓器の
biology、病態に影響をもたらす。

ボリックシンドローム関連疾患に対する薬剤の中か
ら、肝病態への効果が期待されるものを選択すること
が推奨されている。糖尿病を合併している場合には、
SGLT2阻害剤やGLP-1受容体作動薬が推奨されている。
脂質異常症合併例ではスタチンが推奨されているが、

最近ではPemafibrateの有効性が報告されている。また、
甲状腺ホルモン受容体β作動薬である Resmetirom が、
第Ⅲ相試験において MASH の病理学的所見及び線維化
を改善させ、MASH 治療薬として初めて FDA による
承認を受けた。今後、日本への導入が期待されている。
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招請講演②

Lipid Codeと病態シグナチュア
～ Lipid Medicineにむけて～

演者：島野　仁 先生演者：島野　仁 先生
筑波大学医学医療系 内分泌代謝・糖尿病内科 教授筑波大学医学医療系 内分泌代謝・糖尿病内科 教授

座長：尾野　亘 先生（京都大学大学院医学研究科 循環器内科学 教授）



それぞれの分子メカニズムの解明についてはまだま
だ進行中であるが、現状から全体を俯瞰すると、大ま
かなパターンとして特定の脂質とタンパクとの相互作
用か、細胞膜、ER 膜、ミトコンドリア（Mt）膜、油
滴 Lipid Droplet (LD) などのオルガネラ膜の脂質組成が
もたらすタンパク機能への影響が重要そうである。オ
ルガネラの脂質組成は臓器や病態によってさまざまで、
脂質生体膜や活性脂質の構造と機能に脂肪酸鎖長とく
に C16/C18 がデフォルトとして重要でこれを基点とし
て多様性が展開して膜の構造や機能を制御していると
考えられる。

これらを踏まえ、脂質特に脂肪酸の多様性をリピッ
ドコードとして捉え、それぞれの脂質クラスにおける
鎖長と不飽和度での多様な組み合わせを、さまざまな
病態サンプルで、生理病態機能との連関として整理さ
れていけば、リピッドコードによる病態シグナチュア
のネットワークが成立する。個別の病態は、特定の脂
質から病態へのプロセスの一本線として捉えられるが、
それを臓器、オルガネラ、タンパクなどの多次元集合
して捉え、形・機能・病態の視点で脂質の多様性を再
分類してみたい。これは、病態を病理として捉えるこ
とに合致する。もともと病理が示すものは膜の形の変
化であり、病態の発症、進行や改善を反映すると考え
られ、リピドミクスの変化が病理、病態と一致する。
言い換えると、疾患を脂質コードの変化がもたらす構
造の異常として再解釈する。リピッドコードと病態シ
グナチュアの連関として疾患病態あるいは病理として
捉えていけば、あらたな医学として Lipid Medicine を
提言できると思われる。

なぜ C16/ C18 が重要なのか、構造、環境応答、進
化、種などの視点であるいは糖鎖の多様性との比較で
議論したい。また生体膜を介した機能の多くは膜の形
状特に脂質ラフト・ナノドメインの性状とリンクして
おり、Elovl6 による ceramide/sphingo 脂質に加え、研
究室で展開する HMGCR によるコレステロール合成 13)、
PUFA 流動性を制御する RHBDL414)、NADH vs. Acyl-
CoA をセンスする CtBP15) などを介して内因性合成さ
れた脂質がラフトに集約する膜機能に包括され重要で
あることを述べたい。
（2024 6 7 清水 脂質生化学会 特別講演抄録 より改変）
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認認定定特特定定非非営営利利活活動動法法人人  日日本本心心血血管管協協会会  定定款款 

 

第第１１章章  総総則則 

 

（名称） 

第１条 この法人は、認定特定非営利活動法人日本心血管協会（Japan Cardiovascular  

Association）という。 

 

（事務所） 

第２条 この法人は、主たる事務所を京都府京都市伏見区深草枯木町１５番地ルミエール藤ノ

森４０７に置く。                      

  

第第２２章章  目目的的及及びび事事業業 

 

（目的）  

第３条 この法人は、心臓血管系疾患の薬物療法の研究及び医療従事者への教育、ならびに心

臓血管疾患についての一般市民への啓発と予防に関する事業を推進し、国際交流を深めるこ

とにより、我が国における心臓血管系疾患の予防医学及び薬物療法の進歩普及に貢献し、国

際的レベルでの健康増進及び医療の発展に寄与することを目的とする。 

 

（特定非営利活動の種類） 

第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行 

う。 

 (1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動 

 (2)社会教育の推進を図る活動  

 (3)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 

 (4)国際協力の活動 

 (5)科学技術の振興を図る活動 

 

（事業） 

第５条 この法人は、第３条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次 

の事業を行う。 

①心臓血管系疾患の薬物療法に関する学術集会、研究会、教育研修会及び市民公開講座

の開催 

  ②心臓血管系疾患の薬物療法に関する情報提供及び情報伝達のためのホームページ運 

営事業 

 ③その他、この法人の目的を達成するために必要な事業 

 

 

 

 

 

第第３３章章  会会員員 

（種別） 

第６条 この法人の会員は、次の２種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法（以下 

「法」という。）上の社員とする。 

 (1)  正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体。なお、正会員のうち、

この法人の発展に多年の著しい功労のあった学識経験者で総会において承認された
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ものを特別名誉会員とする。 

 (2) 賛助会員  この法人の活動を賛助するために入会した個人及び団体 

 

  （入会） 

第７条 会員の入会について、特に条件は定めない。 

２ 会員として入会しようとするものは、会員の種別を記載した入会申込書により、理事 

長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならな 

い。 

３ 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもっ 

て本人にその旨を通知しなければならない。 

 

（会費） 

第８条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 

 

（会員の資格の喪失） 

第９条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 

 (1) 退会届の提出をしたとき。 

 (2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。 

 (3) 継続して３年以上会費を滞納したとき。 

 (4) 除名されたとき。 

 

（退会） 

第 10 条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することが 

できる。 

 

（除名） 

第 11 条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名 

することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければ 

ならない。 

 (1) この定款に違反したとき。 

 (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 

 

（拠出金品の不返還） 

第 12条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。 

 

 

 

第第４４章章  役役員員及及びび職職員員 

 

（種別及び定数） 

第 13条 この法人に次の役員を置く。 

 (1) 理 事 ３人以上２０人以内 

 (2) 監 事 １人以上３人以内 

２ 理事のうち、１人を理事長、５人以内を副理事長とする。 

 

（選任等） 

第 14条 理事及び監事は、総会において選任する。 

２ 理事長及び副理事長は、理事会において選任する。 

者を特別名誉会員とする。
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３ 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは３親等以内の親族が 

１人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び３親等以内の親族が役員の総 

数の３分の１を超えて含まれることになってはならない。 

４ 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。 

 

（職務） 

第 15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 

２ 理事長以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。 

３ 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事

長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 

４ 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業 

務を執行する。 

５ 監事は、次に掲げる職務を行う。 

 (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。 

 (2) この法人の財産の状況を監査すること。 

 (3) 前２号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法 

  令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又 

  は所轄庁に報告すること。 

 (4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。 

 (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若 

  しくは理事会の招集を請求すること。 

 

（任期等） 

第 16条 役員の任期は、１年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 前項の規定にかかわらず、総会で後任の役員が選任されていない場合に限り、任期の 

末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。 

３ 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者 

の任期の残存期間とする。 

４ 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わ 

なければならない。 

（欠員補充） 

第 17 条 理事又は監事のうち、その定数の３分の１を超える者が欠けたときは、遅滞なく 

これを補充しなければならない。 

 

（解任） 

第 18 条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任 

することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなけれ 

ばならない。 

 (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。 

 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 

 

（報酬等） 

第 19条 役員は、無報酬とする。 

２ 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 

３ 前２項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 

 

（職員） 

第 20条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。 
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２ 職員は、理事長が任免する。 

 

 

第第５５章章  総総会会 

 

（種別） 

第 21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の２種とする。 

 

（構成） 

第 22条 総会は、正会員をもって構成する。 

 

（権能） 

第 23条 総会は、以下の事項について議決する。 

 (1) 定款の変更 

 (2) 解散 

 (3) 合併 

 (4) 事業計画及び活動予算並びにその変更 

 (5) 事業報告及び活動決算 

 (6) 役員の選任又は解任及び職務 

 (7) 特別名誉会員の承認 

 (8) 会費の額 

 (9) 借入金（その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第５０条にお 

  いて同じ。）その他新たな義務の負担及び権利の放棄 

 (10) 事務局の組織及び運営 

 (11) その他運営に関する重要事項 

（開催） 

第 24条 通常総会は、毎年１回開催する。 

２ 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 

 (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 

 (2) 正会員総数の５分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法

をもって招集の請求があったとき。 

  (3) 第１５条第５項第４号の規定により、監事から招集があったとき。 

 

（招集） 

第 25条 総会は、前条第２項第３号の場合を除き、理事長が招集する。 

２ 理事長は、前条第２項第１号及び第２号の規定による請求があったときは、その日か 

ら９０日以内に臨時総会を招集しなければならない。 

３ 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電 

磁的方法により、少なくとも５日前までに通知しなければならない。 

 

（議長） 

第 26条 総会の議長は、理事長とする。 

 

（定足数） 

第 27条 総会は、正会員総数の５分の１以上の出席がなければ開会することができない。 

 

（議決） 

第 28 条 総会における議決事項は、第２５条第３項の規定によってあらかじめ通知した事 
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項とする。 

２ 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決 

し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

３ 理事又は社員が総会の目的である事項について提案した場合において、社員の全員が書

面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会

の決議があったものとみなす。 

 

（表決権等） 

第 29条 各正会員の表決権は、平等とする。 

２ やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項に 

ついて書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を 

委任することができる。 

３ 前項の規定により表決した正会員は、第２７条、第２８条第２項、第３０条第１項第２

号及び第５１条の適用については、総会に出席したものとみなす。 

４ 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わるこ 

とができない。 

 

（議事録） 

第 30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

 (1) 日時及び場所 

 (2) 正会員総数及び出席者数（書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者が 

  ある場合にあっては、その数を付記すること。） 

 (3) 審議事項 

 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果 

 (5) 議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人 1 人以上が署名、押 

印しなければならない。 

３ 前２項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示

をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記

載した議事録を作成しなければならない。 

 (1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容 

 (2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称 

 (3) 総会の決議があったものとみなされた日 

 (4) 議事録の作成を行った者の氏名 

 

第第６６章章  理理事事会会 

 

（構成） 

第 31条 理事会は、理事をもって構成する。 

２ 監事及び特別名誉会員（理事である特別名誉会員を除く。）は、理事会に出席して発言

することができる。ただし、表決件は有しないものとする。 

 

附則 

この定款変更認証の日から施行する。 

 

（権能） 

第 32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。 

 (1) 総会に付議すべき事項 
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 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 

 (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

 

（開催） 

第 33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 

 (1) 理事長が必要と認めたとき。 

 (2) 理事総数の過半数以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の  

 請求があったとき。 

 (3) 第１５条第５項第５号の規定により、監事から招集の請求があったとき。 

（招集） 

第 34条 理事会は、理事長が招集する。 

２ 理事長は、前条第２号及び第３号の規定による請求があったときは、その日から３０日 

以内に理事会を招集しなければならない。 

３ 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は 

電磁的方法により、少なくとも５日前までに通知しなければならない。 

 

（議長） 

第 35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 

 

（議決） 

第 36 条 理事会における議決事項は、第３４条第３項の規定によってあらかじめ通知した 

事項とする。 

２ 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する 

ところによる。 

３ 理事長が理事会の目的である事項について提案した場合において、理事の全員が書 

面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事 

会の決議があったものとみなす。 

 

（表決権等） 

第 37条 各理事の表決権は、平等とする。 

２ やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項に 

ついて書面又は電磁的方法をもって表決することができる。 

３ 前項の規定により表決した理事は、前条第２項及び次条第１項第２号の適用について

は、理事会に出席したものとみなす。 

４ 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わるこ 

とができない。 

 

（議事録） 

第 38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

 (1) 日時及び場所 

 (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名（書面又は電磁的方法による表決者にあっては、 

  その旨を付記すること。） 

 (3) 審議事項 

 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果 

 (5) 議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人 1 人以上が署名、押 

印しなければならない。 

３ 前２項の規定に関わらず、理事全員が書類又は電磁的記録により同意の意思表示を 
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したことにより、理事会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記 

載した議事録を作成しなければならない。 

 （1）理事会の決議があったものとみなされた事項の内容 

 （2）前号の事項の提案をした者の氏名又は名称 

 （3）理事会の決議があったものとみなされた日 

 （4）議事録の作成を行った者の氏名 

 

 

 

第第７７章章  資資産産及及びび会会計計 

 

（資産の構成） 

第 39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 

 (1) 設立当初の財産目録に記載された資産 

 (2) 会費 

 (3) 寄附金品 

 (4) 財産から生じる収益 

 (5) 事業に伴う収益 

 (6) その他の収益 

 

（資産の区分） 

第 40条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の１種とする。 

 

（資産の管理） 

第 41 条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が 

別に定める。 

 

（会計の原則） 

第 42条 この法人の会計は、法第２７条各号に掲げる原則に従って行うものとする。 

 

（会計の区分） 

第 43条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の１種とする。 

 

（事業計画及び予算） 

第 44 条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を 

経なければならない。 

 

（暫定予算） 

第 45 条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理 

事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じ

ることができる。 

２ 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。 

 

（予備費の設定及び使用） 

第 46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。 

２ 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。 

 

（予算の追加及び更正） 
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第 47 条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の 

追加又は更正をすることができる。 

（事業報告及び決算） 

第 48 条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する 

書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議 

決を経なければならない。 

２ 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 

 

 

（事業年度） 

第 49条 この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

（臨機の措置） 

第 50 条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、 

又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。 

 

第第８８章章  定定款款のの変変更更、、解解散散及及びび合合併併 

 

（定款の変更） 

第 51 条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の４分の３以 

上の多数による議決を経、かつ、法第２５条第３項に規定する以下の事項を変更する場合、

所轄庁の認証を得なければならない。 

 (1) 目的 

  (2) 名称 

  (3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類 

  (4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地（所轄庁変更を伴うものに限る。） 

  (5) 社員の資格の得喪に関する事項 

  (6) 役員に関する事項（役員の定数に関する事項を除く） 

  (7) 会議に関する事項 

  (8) その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項 

  (9) 解散に関する事項（残余財産の帰属すべき事項に限る） 

  (10) 定款の変更に関する事項 

 

（解散） 

第 52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。 

 (1) 総会の決議 

  (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 

  (3) 正会員の欠亡 

  (4) 合併 

  (5) 破産手続き開始の決定 

  (6) 所轄庁による設立の認証の取消し 

２ 前項第１号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の４分の３以上の承 

諾を得なければならない。 

３ 第１項第２号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 

（残余財産の帰属） 

第 53条 この法人が解散（合併又は破産による解散を除く。）したときに残存する財産は、 

法第１１条第３項に掲げる者のうち、総会で議決したものに譲渡するものとする。 
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（合併） 

第 54 条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の４分の３以上の 

多数による議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 

 

第第９９章章  公公告告のの方方法法 

 

（公告の方法） 

第 55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

ただし、法第 28 条の 2 第 1 項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホーム

ページに掲載して行う。 

 

第第 1100 章章  雑雑則則 

 

（細則） 

第 56 条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定 

める。 

 

   附 則 

１ この定款は、この法人の成立の日から施行する。 

２ この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。 

 理事長   長谷川 浩二 

 副理事長  佐田 政 

 理事    吉田 雅幸 

 理事    沢村 達也 

 理事    池田   德 

 理事    野出 孝一 

 監事    森本 達也 

３ この法人の設立当初の役員の任期は、第１６条第１項の規定にかかわらず、成立の日 

から 2013年 5月 31日までとする。 

４ この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第４４条の規定にかかわらず、設立 

総会の定めるところによるものとする。 

５ この法人の設立当初の事業年度は、第４９条の規定にかかわらず、成立の日からその 

事業年度末までとする。 

６ この法人の設立当初の会費は、第８条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。 

 (1) 正会員会費 

    一口 5,000 円（一口以上） 

 (2) 賛助会員会費 

一口 5,000円（二十口以上） 

 

 

 

附則 

 

この定款は、定款変更認証の日から施行する。 

 

 

附則 

 

佐田　政隆

池田　隆德
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この定款は、定款変更認証の日から施行する。 

 

附則 

 

この定款は、定款変更認証の日から施行する。 
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■ 認定 NPO 法人 日本心血管協会 役員名簿 

 

理事長  池田 隆徳 東邦大学医学部 循環器内科 教授 

副理事長 佐田 政隆 徳島大学医学部 循環器内科 教授 

 吉田 雅幸 東京医科歯科大学 生命倫理研究センター 教授 

   沢村 達也 信州大学医学部 分子病態学教室 教授 

   野出 孝一 佐賀大学医学部 循環器内科 教授 

      

理事  中村 真潮 陽だまりの丘なかむら内科 院長 

   高橋 尚彦 大分大学循環器内科・臨床検査診断学 教授 

   阿古 潤哉 北里大学環器内科学 教授 

   室原 豊明 名古屋大学環器内科学 教授 

      

監事  森本 達也 静岡県立大学 薬学部 教授 

 

特別名誉会員 長谷川 浩二 国立病院機構京都医療センター展開医療研究部 部長 

 

 

吉田 雅幸	 東京医科歯科大学 生命倫理研究センター 教授吉田 雅幸	 東京医科歯科大学 生命倫理研究センター 教授

池田 隆徳	 東邦大学医学部 循環器内科 教授池田 隆徳	 東邦大学医学部 循環器内科 教授
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入 会 申 込 書 

日本心血管協会 理事長 殿 

フリガナ 男 

・ 

女 

生年月日 

氏 名 
西暦    年     月    日  

卒業校 卒業年／ 西暦    年卒 

自 宅 

住 所 

〒    -   

都・道 

府・県 

TEL. FAX. 

勤務先名称：  部署名：  

職名： 

勤務先 

住 所 

〒    -   

都・道 

府・県 

TEL. FAX. 

E-mail： 

職 種 

1. 医師 2. 薬剤師 3. コ・メディカル（薬剤師以外）

4. 医学・薬学研究者（医師・薬剤師以外）

5. その他（     ） 

専門分野または興味の

ある分野（複数回答可） 

1. 冠動脈疾患  2. 心不全  3. 高血圧  4. 不整脈  5. 心臓病学一般

6. その他（    ） 

郵送、ファックス、E-mail添付にて下記までお申し込みください。 

〒112-0012 東京都文京区大塚 5-3-13 小石川アーバン 4F 一般社団法人 学会支援機構 

JCVA会員管理事務局 

Tel: 03-5981-6011  Fax: 03-5981-6012  E-mail: j-iscp@asas-mail.jp 

個人情報は学会支援機構のプライバシーポリシー 

 http://www.asas.or.jp/asas_contents/about04.html により、細心の注意を払って管理いたします。 

以下は事務局使用欄 

受付日 

3rd_j-iscp.indb   78 2017/06/07   15:17:06
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投投    稿稿    規規    定定  

 
 本会誌「⼼⾎管薬物療法」は認定特定⾮営利活動(NPO)法⼈⽇本⼼⾎管協会の機関誌で
あり、同法⼈の定款第 5 条第⼆項に基づき、⼼⾎管薬物療法及び予防医学関連の学術論⽂
と共に、最新の情報を掲載し、⽇本⼼⾎管協会会員を始め、医師、薬剤師、医学研究者など
の医療従事者に広く情報提供することを⽬的とする。 
１. 本誌への投稿論⽂の筆頭著者は原則、認定 NPO 法⼈⽇本⼼⾎管協会の正会員でなけれ

ばならない。しかし，編集委員⻑が依頼する原稿に関してはこの限りではない。 
 

２. 本誌には学術論⽂と情報提供主体の報告論⽂が対象となるが，概ね以下のカテゴリーに
分けて受けつける。ただし、他誌に掲載または投稿中のものは受けつけない。  

（1） Review（総説）：⼀定の視点，⼀定の論点を持ったレビュー学術論⽂を採⽤する。
時代のトピックス、最新の研究成果、⼼⾎管医学・医療に関する⾼い識⾒、新し
い考え⽅等に関する意⾒を解説する記事などを歓迎する。本誌読者が多職種より
なることから、できるだけわかりやすく解説することを旨とする。 

（2） 報告（学会・研究会報告）：⼼⾎管協会が主催または共催する学術集会や研究会の
まとめ、あるいは国際的学術集会や研究会の発表で速報性のあるものについての
報告を採⽤する。 

（3） その他：学会・研究会の案内や開催記録、研究会抄録意⾒交換、医療情報（情報
と資料、施設紹介、研究室紹介、くすり紹介、図書紹介、国際学会関連の学術情
報ならびに関連記事）など読者にとって有⽤な意⾒、情報を採⽤する。学会・研
究会案内や開催記録などは編集委員⻑が認めたものを掲載する。 

 
3．原稿作成の⼿引き 
（1）原稿は原則として⽇本語で、すべて A4 判⽤紙に Word にて作成する。 
（2）タイトル⾴：タイトルページには標題、著者名、所属，著者連絡先（電話・FAX 番号、 

e−mail）を明記する。 
（3）要旨とキーワード：和⽂の要旨を 300 字以内で、論⽂の概要が具体的にわかるように 

書き、和・英のキーワード（5 個程度）を重要な順に列記する。 
（4）利益相反に関する記述：本誌の論⽂では、利害関係が想定される企業等との関わり 

（利益相反）について、透明性が確保され、適正に管理されなければならない。この 
ため、必要と考えられる論⽂には、利益相反状況を記載しなければならない。 

（5）引⽤⽂献：⽂献は引⽤順とし共著⽂献の著者名については、5 名以上の場合は 3 名連 
記のうえ、…ほか、 …et al と記⼊する。（書式は下記を参照） 
また、欧⽂雑誌の略名は、最近の Index Medius に従う。 
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●雑誌の場合 
番号)著者名 ［姓・名］：論⽂名.雑誌名 巻数(号数) ：⾴〔論⽂の起始⾴―最終⾴ ］， 
⻄暦発⾏年号 
●単⾏本の場合 
番号) 著者名 ［姓・名］：書名（編者名）.発⾏所, 発⾏地, ⻄暦発⾏年号, p 起始⾴ー 
最終⾴ 
［例］1)井上 栄，坂⼝正博，住吉慶介ほか：医学のあゆみ 138:251-255，1998 
2)Johnson J, Stade BJ, Holzmann B, et al : De novo expression of 
intercellular-adhesion Molecule 1 in melanoma correlates with increased risk  
of metastasis. Proc Natl Acad Sci USA 86: 641-644, 1989 
3)⽥中信明：⾎管壁細胞の代謝と機能（熊野 誠，永井幸雄 編）.メデイカルレビュー 
社，東京, 1994，p64-66 
4)Schulz KH: Allergic Reaction to Drug(de Wick AL ed). Springer-Verlag, Berlin,  
1983, p145-14 

（6）図表の説明⽂：図および写真は、番号と図題名を記載する。各図の挿⼊希望箇所を明 
確に指⽰する。 

（7）雑誌や単⾏本に発表された資料を転載する場合：著作権所有者の使⽤許可書のコピー 
を添付する。 
 

4 原稿の種類と書き⽅の指針 
（1）原稿の枚数・様式など： 
  ① 本⽂はワードファイルにて 8,000 字程度（図・表・写真は 400 字に換算）とする。

② 論⽂要旨は 300 字程度、キーワード５個程度とする。 
③ 図表は⼀括して添付し、その標題および説明書きは各図表の下にご記⼊する（標題 

および 説明書きは⽇本語［和⽂・カタカナ］とする）。また, 図・表・写真等の挿 
⼊箇所は明確に指⽰すること。復雑な図（臓器のイラストなど）はなるべく鮮明な 
ものを使⽤すること。 

④ 写真は本書では原則としてカラーで使⽤する。データにての送付の場合には、 
350dpi 以上の解像度で、できればパワーポイント保存（不可能な場合は jpeg でも     
可）での提出であると、印刷物として⼗分に仕上がる。仕上がりのサイズに特に指 
定のある場合はその旨を記⼊すること。 

⑤ 図について、出版物からの転載・引⽤物については、ご送稿前に掲載許可を取得す  
ること。（出典、掲載にあたって版元出版社からの連絡事項等ある場合は明記するこ
と）。 

⑥ 薬品名は原則としてー般名をカタカナで記⼊すること。商品薬品名を使⽤の際は、 
必要に応じて、(®, TM, SM) 等標章を挿⼊すること。 
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  ⑦ 論⽂中たびたび繰り返される⽤語の代わりに略語を⽤いる場合は、初出時に正式 
な語を⽤い、その後に（ ）の形で記⼊すること。その際、 その語に⼀般的な⽇本 
語がある場合、下記のとおり記⼊すること。 

［例］細胞間接着分⼦(intercellular adhesion molecule-1; ICAM-1) 
その他⽂中の⽤語については、⽂部科学省 ⽇本医学会 共編 学術⽤語集〈医学編〉 
を基準とすること。 

⑧ 著者校正は原則として 1 回とする。また、 原稿締切⽇を過ぎた後の受付分につい 
ては、⽇程の都合上、ファクシミリにて校正をお願いする場合もある。 

  ⑨ 原稿については、編集の都合上、⽤語、送り仮名など前⾴に従って編集部を統⼀ 
する場合がある。 
 

5．原稿の送り先：原稿データおよび「⼼⾎管薬物療法」投稿添付⽤紙を原則 MS−Word 版
を e−mail にて下記へ送信する。 

認定 NPO ⽇本⼼⾎管協会事務局 email:  medical@j-iscp.com 
なお、「⼼⾎管薬物療法」編集室から受領の連絡が 3 営業⽇以内にない場合は筆頭筆

者より確認すること。図表はそのまま掲載可能な品質のよいものであること。e−mail に
て送付できない図表等は郵送すること。なお、ファイル送付等にあたってのセキュリテ
ィ管理については著者が責任を持ってこれを⾏うこと。 

 
6. 著作権（copyright） 
（1）本誌に掲載された全ての論⽂の著作権は、本会に帰属する。 
（2）本誌掲載記事の転載・複写に関する⼿続き：本誌掲載記事を他の紙⾯に転載・複写す 

るときは認定 NPO 法⼈⽇本⼼⾎管協会の許可を得ること（転載許可願を使⽤）。 
 

7. 論⽂掲載の採否 
編集委員⻑で決定する。 

 
8．付則（変動内容を含む事項の指針） 

この規程は、2019 年４⽉１⽇から施⾏する。 
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